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０． これまでの振り返り
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「地域医療構想の進め方について」（抄）
（令和４年３月24日付け医政発0324第6号 各都道府県知事充て 厚生労働省医政局長通知）

１．基本的な考え方

今後、各都道府県において第８次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が2023年度までかけて進められる際には、各

地域で記載事項追加（新興感染症等対応）等に向けた検討や病床の機能分化・連携に関する議論等を行っていただく必要がある

ため、その作業と併せて、2022年度及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応方

針の策定や検証・見直しを行う。

その際、各都道府県においては、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により病床の機能分化・連携等の重要性が改めて認

識されたことを十分に考慮する。

また、2024年度より医師の時間外労働の上限規制が適用され、2035年度末に暫定特例水準を解消することとされており、各医療

機関において上限規制を遵守しながら、同時に地域の医療提供体制の維持・確保を行うためには、医療機関内の取組に加え、各構

想区域における地域医療構想の実現に向けた病床機能の分化・連携の取組など、地域全体での質が高く効率的で持続可能な医療

提供体制の確保を図る取組を進めることが重要であることに十分留意する。

なお、地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取

組を進めるものである。

２．具体的な取組

公立病院については、病院事業を設置する地方公共団体は、2021年度末までに総務省において策定する予定の「持続可能な地

域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を踏まえ、病院ごとに「公立病院経営強化プラン」を具体的対応方

針として策定した上で、地域医療構想調整会議において協議する。

また、民間医療機関を含め、議論の活性化を図るため、必要に応じて以下の観点も参照するとともに、重点支援区域の選定による

データ分析等の技術的支援なども併せて活用し、議論を行う。

０． これまでの振り返り（国通知）
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南加賀医療圏

石川中央医療圏

能登中部医療圏

能登北部医療圏

南加賀医療圏

石川中央医療圏

能登中部医療圏

能登北部医療圏

これまでの議論 昨年度の主な議論

機能分化・連携
について議論

・ これまでの議論では、地域医療構想上の必要病床数に向けた設置主体毎の「病床機能の転換・削減」が中心

・ 今後の議論では設置主体毎の検討に止まらず、医療提供体制の維持に向けた機能分化・連携体制を議論

＜イメージ＞

・急性期等から回復期病床

への転換

・慢性期病床の削減

（介護医療院への転換）

＜イメージ＞

・急性期機能を「高度・重症の受

入」「軽症・中等症の受入」等の

役割に分化

・急性期を担うＡ病院と

回復期を担うＢ病院の

転院の円滑化に向けて協議

０． これまでの振り返り（議論のイメージ）



今後、「軽症急性期」「ポストアキュート」のニーズの増加が予想される。そこで、各病院が果たす役割を
明確化するため、地域医療構想部会、各医療圏の地域医療構想調整会議の議論を踏まえて医療機能を整理

０． これまでの振り返り（医療機能の整理）
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重
症
度
・
専
門
性

緊急度 大小

小

大 ①専門医療
・悪性腫瘍
・難 病 等

②重症急性期
・心筋梗塞
・脳卒中
・交通外傷 等

③軽症・中等症急性期
（いわゆるサブアキュート）

・肺炎
・単純骨折
・白内障手術
・糖尿病教育入院 等

④ポストアキュート
・急性期後の在宅復帰支援

⑤回復期リハビリテーション
・脳血管疾患や大腿骨頚部骨折患者等の日常生活動作
（ADL)向上を目的としたリハビリテーションを集中的に提供

具体的な疾病イメージ

０． これまでの振り返り（医療機能の整理）

⑥-1 長期療養（難病、障がい者等）

⑥-2 〃 （高齢者等）
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０． これまでの振り返り（医療圏ごとの議論まとめ）

（能登中部医療圏）

• 脊椎損傷、脳疾患などにより人工呼吸器が必要な患者は、七尾病院が中心に受入れている

が、障害者病床の稼働率が100％を超えており、円滑な受入れが困難になっているため、結核

病床を削減の上、障害者病床を増床したい旨の申出があった。（感染症医療対策部会の協議

結果を踏まえて協議）

• 恵寿総合病院から、障害者医療に対応できる病床への転換を検討する旨の申出があった。

• 医師の働き方改革を踏まえて、夜間・休日の救急医療提供体制を維持できるかについて懸念

する意見があった。

（能登北部医療圏）

• 能登北部の公立４病院において、国の支援制度を活用してデータ分析を行うことについて合

意された。各病院がそれぞれ離れた場所にあるといった地理的条件に配慮しながら医療従事

者の負担軽減に向けて、検討を行うこととしている。
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１． 今年度の進め方



「地域医療構想の進め方について」（抄）
（令和５年３月３１日付け医政発0331第1号 各都道府県知事充て 厚生労働省医政局長通知）

都道府県における地域医療構想の実現に向けたPDCAの取組

（１）（略）

（２）地域医療構想の進捗状況の検証

地域医療構想の進捗状況を検証し、病床機能報告に基づく病床機能報告上の病床数と将来の病床数の必要量について、データの特性

だけでは説明できない差異が生じている構想区域においては、当該構想区域の地域医療構想調整会議においてその要因の分析及び評価

を行い、その結果を公表するとともに、当該会議の意見を踏まえ、以下（３）に示すとおり必要な対応を行うこと。

「データの特性だけでは説明できない差異が生じている」とは、病床機能報告に基づく地域の医療機能に過剰又は不足が生じている場合に

おいて、病床機能報告が病棟単位であることに起因する差異や、地域の実情に応じた定量的基準の導入により当該過剰又は不足について

説明ができる場合を除き、これに該当するものとする。なお、人員・施設整備等のやむを得ない事情により、2025年までに医療機能の再編の

取組が完了しない場合においては、完了できない事情やその後の見通しについて具体的な説明を行うことが必要である。

（３）進捗状況の検証を踏まえて講ずるべき必要な対応について

①非稼働病棟等への対応

非稼働病棟に対しては、平成30年通知の１（１）イに基づく対応（調整会議へ出席し、非稼働の理由、今後の運用見直しの説明）を

行うこと。

その際、非稼働病棟を再稼働しようとする医療機関の計画については、2025年が間近に迫っていることを鑑み、当該病棟の再稼働のための

医療従事者の確保の具体的な見込み等も含めて地域医療構想調整会議において詳細な説明を求め、十分に議論すること。

②構想区域全体の2025年の医療提供体制の検討について

地域医療構想調整会議において生じている際の要因の分析及び評価を行った結果、①の対応のみによっては、生じている差異への対応が

不十分であると認められる場合には、構想区域全体の2025年の医療提供体制について改めて協議を行い、その協議を踏まえて2025年の

各医療機関の役割分担の方向性等について議論し、当該構想区域の今後対応すべき具体的な課題を明確化した上で、当該課題を解決

するための年度毎の工程表を策定し、公表すること。

１． 今年度の進め方（国通知）
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１．今年度の進め方（暫定版スケジュール※）

時期 会議 内容（予定）

７月
各医療圏地域医療構想調整会議（第１回）

（南加賀、石川中央、能登中部、能登北部）

①紹介受診重点医療機関の選定（R5）

②在宅医療に必要な連携を担う拠点

③その他（個別医療機関の機能見直し・連携協議）

８月
地域医療構想部会（第1回）

（県単位）

①医療計画（見直しの方向性、現状分析等）

②非稼働病棟等の対応

③その他（個別医療機関の機能見直し・連携協議）

１２月

各医療圏地域医療構想調整会議（第２回）

（南加賀、石川中央、能登中部、能登北部）

①医療計画（計画案の協議）

②非稼働病棟等の対応

③その他（個別医療機関の機能見直し・連携協議）

地域医療構想部会（第２回）

（県単位）

①医療計画（計画案の取りまとめ）

②その他（個別医療機関の機能見直し・連携協議）

３月
各医療圏地域医療構想調整会議（第３回） ※書面予定

（南加賀、石川中央、能登中部、能登北部）
・紹介受診重点医療機関の選定（R6）

※開催時期、回数については、今後変更になる可能性があります。
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１． 今年度の進め方（病床機能報告：県全体）
・2022年の病床機能報告上の病床数は、2025年の必要病床数と比較して、1,300床程度過剰となっており、
病床機能ごとでは、回復期が不足、高度急性期、急性期、慢性期が過剰となっている。
・急性期として報告されている病床の中に、回復期機能（急性期後の在宅復帰支援等）がある程度含まれていると
考えられる。

（参考） R5.4
介護医療院
定員1,057人

休棟228床
（うち病院107床）
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１． 今年度の進め方（病床機能報告：能登中部）

（参考） R5.4
介護医療院
定員241人

休棟0床

・2022年の病床機能報告上の病床数は、2025年の必要病床数と比較して100床程度過剰となっており、
病床機能ごとでは、高度急性期、回復期が不足、急性期が過剰となっている。
・急性期として報告されている病床の中に、回復期機能（急性期後の在宅復帰支援等）がある程度含まれている
と考えられる。
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１． 今年度の進め方（病床機能報告：能登北部）

（参考）R5.4
介護医療院
定員279人

休棟0床

・2022年の病床機能報告上の病床数は、2025年の必要病床数と比較して100床程度過剰となっており、
病床機能ごとでは、高度急性期、回復期が不足、急性期が過剰となっている。
・急性期として報告されている病床の中に、回復期機能（急性期後の在宅復帰支援等）がある程度含まれている
と考えられる。
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２． 紹介受診重点医療機関の選定に向けた協議
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２．紹介受診重点医療機関の概要



（参考）「外来機能報告等に関するガイドライン」

２．協議の場（地域医療構想調整会議）の進め方 外来機能報告制度に
関する説明会 資料
（厚生労働省）
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協議の場



（参考）「外来機能報告等に関するガイドライン」

２．協議の場（地域医療構想調整会議）の進め方 外来機能報告制度に
関する説明会 資料
（厚生労働省）
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リスト①

リスト②

リスト③

２．協議の場（地域医療構想調整会議）の進め方
外来機能報告制度に
関する説明会 資料
（厚生労働省）
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医療圏 医療機関名
紹介受診重
点医療機関
の意向

基準 参考

（参考）
医療機関の
機能

（参考）
一般病床の
許可病床数

初診に占める重
点外来の割合
【基準：40%以上】

再診に占める重
点外来の割合
【基準：25％以上】

基準を満た
す医療機
関

紹介率 逆紹介率

紹介率
50％以上
及び逆紹
介率40％
以上

南加賀 小松市民病院 〇 62.6 26.2 ○ 72.4 97.8 ○
地域医療

支援病院
300

石川中央

金沢市立病院 〇 46.4 28.7 ○ 61.1 78.7 ○
地域医療

支援病院
275

金沢赤十字病院 〇 47.1 38.8 ○ 46 63.4 × 262

浅ノ川総合病院 〇 48.8 35.6 ○ 36.4 36 × 339

金沢大学付属病院 〇 71.3 30.2 ○ 75.2 65.6 ○ 特定機能病院 792

金沢医療センター 〇 67.4 32 ○ 67.3 83.1 ○
地域医療

支援病院
512

心臓血管センター
金沢循環器病院

〇 73.2 25.2 ○ 34.6 73.3 × 84

石川県立中央病院 〇 61.6 41.7 ○ 75 104.4 ○
地域医療

支援病院
628

公立松任石川中央病院 〇 59.4 30.5 ○ 53.8 67.1 ○
地域医療

支援病院
275

石川県済生会金沢病院 〇 47 35 ○ 28.2 23.4 × 260

金沢医科大学病院 〇 61.8 27.1 ○ 61.8 59 ○ 特定機能病院 777

能登中部 公立能登総合病院 〇 40.6 27.4 ○ 35.7 76.4 × 330

２．紹介受診重点医療機関について「意向あり」かつ「基準を満たす」医療機関（リスト①）

・特別な事情※がない限り、紹介受診重点医療機関となることを想定

※地域に医療機関がほとんどなく、当該医療機関が地域の初診患者のほとんどを受け入れているような場合
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医療圏 医療機関名
紹介受診重
点医療機関
の意向

基準 参考

（参考）
医療機関の
機能

（参考）
一般病床の
許可病床数

初診に占める重
点外来の割合
【基準：40%以上】

再診に占める重
点外来の割合
【基準：25％以上】

基準を満た
す医療機関

紹介率 逆紹介率

紹介率
50％以上
及び逆紹
介率40％
以上

石川中央

北陸病院 × 43.7 26.5 ○ 38.9 36.7 × 125

JCHO金沢病院 × 43.1 34.8 ○ 16 32 × 248

金沢脳神経外科病院 × 92.2 25.2 ○ 18.5 20.9 × 60

２．紹介受診重点医療機関について「意向なし」であり「基準を満たす」医療機関（リスト②）

・医療機関の意向が第一であることを踏まえつつ、当該地域の医療提供体制のあり方を協議の上、

紹介受診重点医療機関の趣旨等を確認し、２回目の協議に改めて意向を確認することとされている。

・該当する医療機関に、紹介受診重点医療機関とならない理由の説明を求める。
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医療圏 医療機関名
紹介受診重
点医療機関
の意向

基準 参考

（参考）
医療機関の
機能

（参考）
一般病床の
許可病床数

初診に占める重
点外来の割合
【基準：40%以上】

再診に占める重
点外来の割合
【基準：25％以上】

基準を満たす
医療機関

紹介率 逆紹介率

紹介率
50％以上
及び逆紹
介率40％
以上

南加賀 加賀市医療センター 〇 36.4 32.4 × 15.7 33.1 × 300

石川中央 恵寿金沢病院 〇 36.8 17.5 × 57 82.6 ○ 89

能登中部 恵寿総合病院 〇 45 24.5 × 61.5 70.7 ○
地域医療

支援病院
426

２．紹介受診重点医療機関について「意向あり」だが「基準を満たさない」医療機関（リスト③）

・紹介受診重点外来に関する基準に加え、紹介率・逆紹介率等を活用して協議を行う。

・該当する医療機関に、「紹介受診重点医療機関になる理由」、「紹介受診重点外来に関する基準を達成していない

理由」等について説明を求める。
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２．紹介受診重点医療機関の選定に向けた協議

１．紹介受診重点医療機関について「意向あり」かつ「基準を満たす」医療機関（リスト①）について、

周囲に他の医療機関がほとんどない等の「特別の事情」はないことを確認し、紹介受診重点医療機関

としてよいか

２．紹介受診重点医療機関について「意向なし」であり「基準を満たす」医療機関（リスト②）について、

該当する医療機関に、紹介受診重点医療機関とならない理由の説明を求める

委員は説明内容を踏まえて、当該医療機関が紹介受診重点医療機関とならなくてもよいか

検討※（協議）

※今回の協議で結論は出さず、２回目の協議に改めて該当する医療機関の意向を確認する

３．紹介受診重点医療機関について「意向あり」だが「基準を満たさない」医療機関（リスト③）について、

該当する医療機関に、紹介受診重点医療機関となる理由、基準の達成見込み※について説明を求める

委員は説明内容を踏まえて、当該医療機関を紹介受診重点医療機関として認めるか検討（協議）

※外来機能報告の対象期間（R3.4.1～R4.3.31）について、新型コロナウイルス感染症の影響なども考慮

協議事項
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２．紹介受診重点医療機関の制度周知について

紹介受診重点医療機関、市町をはじめとする関係機関は、厚生労働省HPに掲載されているポスター及びリーフレットの
データをご活用いただき、制度について周知いただきたい。
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00003.html>
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３． 在宅医療に必要な連携を担う拠点
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R5.2.1「能登中部・北部医療
圏地域医療構想調整会議」

過去資料
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過去資料 R5.2.1「能登中部・北部医療
圏地域医療構想調整会議」
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過去資料 R5.2.1「能登中部・北部医療
圏地域医療構想調整会議」
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３．各市町における在宅医療に必要な連携を担う拠点

医療圏 市 町 分 類 名 称

南加賀

小松市 （調整中）

加賀市 地域医師会等関係団体 加賀市在宅医療連携推進協議会

能美市 （調整中）

川北町 市町 川北町福祉課

石川中央

金沢市 市町 金沢市在宅医療・介護連携支援センター

かほく市 市町 かほく市在宅医療・介護連携推進協議会

白山市 （調整中）

野々市市 訪問看護事業所 ののいち訪問看護ステーション

津幡町 市町 津幡町地域包括支援センター

内灘町 市町 内灘町福祉課 内灘町地域包括支援センター

能登中部

七尾市 市町 七尾市高齢者支援課

羽咋市 市町 羽咋市地域包括ケア推進室

志賀町 市町 志賀町健康福祉課

宝達志水町 市町 宝達志水町健康福祉課

中能登町 訪問看護事業所 中能登訪問看護ステーション

能登北部

輪島市 市町 輪島市在宅医療・介護連携推進協議会

珠洲市 市町 珠洲市福祉課

穴水町 市町 穴水町地域包括支援センター

能登町 市町 能登町地域包括支援センター

・在宅医療に必要な連携を担う拠点として、以下のとおり各市町から報告があった

・次期医療計画に記載する「在宅医療に必要な連携を担う拠点」としてよいか（協議）

協議事項
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３．在宅医療に必要な連携に向けた意見交換 協議事項

・R4地域医療構想調整会議において、地域で必要な機能分化・連携を進めていく上で課題が2つ挙げられた

①医療ケアに対応可能な介護施設が不足しており、救急の拠点となる病院から円滑に退院できない場合がある

②人生の終末期にあると思われる高齢の心肺停止患者が3次医療機関に救急搬送されるケースが増えている

救急医療体制を守るためにも、介護施設等において人生会議（ACP）※を行い、看取りを進めていくことが必要

※ 人生会議とは：アドバンス・ケア・プランニング（Advance Care Planning）の愛称

患者の人生の最終段階における医療・療養について話し合い共有する場

・各市町（介護の立場）から、

・①医療ケア対応可能な介護施設を増加させること ②介護施設における看取り・ACPを普及させること

のための課題・取組や医療側への要望があればご意見いただきたい

・各医療機関（医療の立場）から、在宅医療に必要な連携を担う拠点(市町、郡市医師会、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ)

に期待する役割があればご意見いただきたい
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４． 個別医療機関の医療機能の見直し・連携協議
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４．個別医療機関の医療機能の見直し・連携協議 （能登中部・北部）

【「協議」の対象医療機関】

能登中部：なし

能登北部：なし

協議事項

・病床機能を見直す医療機関に、理由や変更点、今後のスケジュールについて説明を求める（報告）

・過剰な病床機能への転換を行う場合、委員は、当該医療機関の見直しにより、地域の医療提供

体制に問題が生じないか、地域医療構想に沿ったものであるか等の視点から検討（協議）

・協議がまとまらない場合は、次の地域医療構想調整会議において、再度、検討を行う

【「報告」の対象医療機関】

能登中部：恵寿総合病院

能登北部：なし
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＜参考資料＞ 第８次医療計画のポイント等



厚生労働省
令和5年第１回医療政策

研修資料
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厚生労働省
令和5年第１回医療政策

研修資料
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厚生労働省
令和5年第１回医療政策

研修資料
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厚生労働省
令和5年第１回医療政策

研修資料
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